令和８年度袖ケ浦市教育基本方針

Ⅰ　基本方針

本市では、市が目指す将来の姿である『みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦』の実現に向け、令和８年度から令和１３年度までを計画期間とする後期基本計画を策定し、教育・文化においては「豊かな心とふるさとの文化を育むまちづくり」を目指しています。
また、教育委員会では、令和８年３月に、本市教育行政が取り組むべき基本的な方向性と施策を体系的にまとめた『第三期袖ケ浦市教育ビジョン後期計画（袖ケ浦市教育振興基本計画）』を策定し、基本目標に『未来を創る 心豊かで いきいきとした 人づくり』を掲げるととともに、【こども】【生涯学習】【文化財・文化芸術】の３つの方針と施策の方向性を定めました。
令和８年度は計画の初年度として、従前からの取組を含め、計画に掲げた施策を推進してまいります。
令和８年度の主な取組について、【方針１　こども】では、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や資質・能力の育成、心身の健康の増進と体力の向上を図ることで、「知・徳・体」のバランスの取れた「生きる力」を身に付け、こどもが自ら社会の創り手となり、自らの可能性を広げて主体的に道を切り拓いていくことを目指してまいります。
また、社会の変化に対応する学校教育の推進として、本年１月に更新した市内小中学校の児童生徒用ＧＩＧＡスクールタブレット端末によるデジタルコンテンツの利活用を促進し、学習効果を高めてまいります。
さらに、地域に開かれた学校づくりとして、地域の特性を活かした特色のある教育活動を推進する一環としてのコミュニティ・スクールの導入について検討してまいります。
加えて、安全・安心で質の高い教育環境の整備として、学校施設の照明器具ＬＥＤ化の計画的な推進や、体育館への空調設備設置に向けた準備を進め、良好な教育環境と避難所機能の強化を図るとともに、学校給食については、こどもの適切な栄養の摂取と健康の保持増進を図りつつ、小学校では、国の給食費負担軽減交付金等を活用した、保護者の負担軽減を図ってまいります。
【方針２　生涯学習】では、一人ひとりの学びを支える生涯学習の充実として、引き続き、市民の学習機会の提供や市民に親しまれる図書館活動の充実を図るとともに、地域の教育力の向上として、現在、昭和、長浦及び根形小学校の３校で実施している放課後こども教室を、新たに奈良輪小学校で実施し、こどもの居場所づくりや、地域でこどもを見守る活動の充実を図ってまいります。
【方針３　文化財・文化芸術】では、郷土の歴史と文化を学び、伝える活動の推進として、山野貝塚の保存活用に向け、「史跡山野貝塚整備基本計画」に基づく整備工事を開始するとともに、引き続きボランティアとの協働による史跡ガイドや維持管理を推進してまいります。
また、地域に伝えられた資料を後世に継承するため、文化財等の適切な保存・活用とデジタル化を進めるとともに、重要無形民俗文化財に指定されている「上総掘りの技術」を活用し、井戸掘削を行いながら技術継承者の育成を図るなど、伝統技術の周知と無形民俗文化財への理解を深める取り組みを進めてまいります。
以上、これらのことを踏まえ、本市教育の向上に努め、第三期袖ケ浦市教育ビジョン後期計画に掲げた基本目標の実現を目指してまいります。


Ⅱ　目標と取組
[bookmark: _Toc201067230][bookmark: _Toc222812604]
基本目標　「未来を創る　心豊かで　いきいきとした　人づくり」
本市では、令和３年に策定した第三期教育ビジョンにおいて、基本目標を「未来を創る 心豊かで いきいきとした 人づくり」と掲げました。
将来を担うこどもには、今後も様々に変化していく社会の中で、明日に夢を抱き、その実現に向けて力強く未来を切り拓いていく「生きる力」と、人としての優しさを兼ね備えた「心の豊かさ」が必要だと考えます。
また、人生１００年時代を迎え、市民が生涯にわたって自ら学び、考えて判断し、その成果を生かすことができる社会の実現が重要となっています。
そのため、後期計画においても、引き続き、基本目標の実現に向けた教育の振興を図ります。


方針１　【こども】　心豊かな たくましいこどもの育成を支援します
将来の予測が困難な時代において、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や資質・能力の育成、心身の健康の増進と体力の向上を図ることで、「知・徳・体」のバランスの取れた「生きる力」を身に付け、こどもが自ら社会の創り手となり、自らの可能性を広げて主体的に道を切り拓いていくことを目指します。

[bookmark: _Toc222812605]施策の方向性１　「生きる力」の基礎を培う幼児教育の推進
幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる最も重要な時期であるため、幼児教育においては、一人ひとりの発達の段階に応じ、生活や遊びを通じて、健やかな心と体を育み、道徳心を芽生えさせるなど、「生きる力」の基礎を培うことが求められています。
そのため、「生きる力」の基礎を養うべく、こどもの発達や学び、指導の連続性を重視し、幼稚園・保育所（園）及び認定こども園と、小学校の連携を促進します。
また、核家族化や少子化の進行に伴う保護者の子育てに関する不安の解消に努めます。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　幼稚園、保育所（園）及び認定こども園の連携と小学校へのなめらかな接続の推進
· 相互保育参観や合同研修会、情報交換会を活用した保育士・教職員相互の連携促進　《学校教育課》
· 「袖ケ浦市幼児教育カリキュラム」を生かした、幼稚園や保育所（園）、認定こども園から小学校へのなめらかな接続　《学校教育課・総合教育センター》
· 幼稚園や保育所（園）、認定こども園への巡回訪問　《学校教育課・総合教育センター》
施策②　幼児教育段階の子育て支援体制の充実
· 「袖ケ浦市こども計画」と連携した事業の推進　《学校教育課》

[bookmark: _Toc222812606][bookmark: _Toc201067231]施策の方向性２　「生きる力」を育む学校教育の推進
義務教育においては、調和のとれた人間性の育成を目指し、こどもへの基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、社会の変化を柔軟に捉え、よりよく問題を解決する資質や能力が求められます。
本市では、こどもが生きていることに喜びを感じながら、生涯にわたり学び続け、社会の一員として個性を伸ばしながら自立していくための基礎を学校教育で身に付けられるよう、基礎的・基本的な知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度などの確かな学力の育成、豊かな情操や人間性を育む心の教育や心身の健康・体力の保持増進に関する指導の充実など、「生きる力」の育成に努めます。
また、多様化・複雑化する教育的ニーズに対応するため、学校生活全般にわたり生徒指導を十分機能させるとともに、教育相談体制及び不登校等のこどもへの支援や特別支援教育の充実を図り、一人ひとりが持つ可能性を最大限に伸ばす教育を推進します。
さらに、伝統文化や郷土を学ぶ教育を推進し、未来を創る市民の育成を図ります。
加えて、教育課程の編成にあたっては、こどもや地域等の実態を踏まえ、その実施・評価・改善を組織的かつ計画的に実施するカリキュラムマネジメントを通して、教育活動の質の向上を図ります。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力の育成
· 個別最適な学びや協働的な学びを一体的に充実させ、ＩＣＴを活用した「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善　《学校教育課・総合教育センター》
· 基礎学力向上支援教員及び特別支援教員の活用　《学校教育課》
· 読書環境の整備と言語活動の充実　《学校教育課・総合教育センター》
施策②　規範意識の醸成と豊かな情操や道徳心の育成
· 学校教育活動全体を通じた道徳教育の充実　《学校教育課》
· 「がうらっ子の心得」を活用した基本的生活習慣の定着　《学校教育課》
· 体験活動検討委員会の実施　《学校教育課》
· 豊かな心を育む読書活動の充実　《学校教育課・総合教育センター》
施策③　心身の健康の保持増進と体力向上に関する指導の充実
· 学校給食センターと連携した食に関する指導の充実　《学校教育課》
· 学校体育の指導力の向上と体育科授業の充実　《学校教育課》
· 武道教育における指導の充実と社会人指導者の活用促進　《学校教育課》
· 部活動改革の推進と身近な地域における生徒のスポーツ環境の整備・充実　《学校教育課》
施策④　一人ひとりの自立を育む生徒指導の充実
· 生徒指導の機能を生かした教育活動の展開と生徒指導体制の確立　《学校教育課・総合教育センター》
· 児童・生徒指導センターによる児童生徒の問題行動や安全確保への対応支援　《学校教育課・総合教育センター》
· いじめや暴力行為を許さない学校風土の醸成　《学校教育課・総合教育センター》

施策⑤　教育相談体制及び不登校のこども等への支援の充実
· 学校及び総合教育センターにおける教育相談体制の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 不登校児童生徒の学習機会の確保と支援体制の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 教育支援教室「のぞみ学級」における、実態に応じた支援　《総合教育センター》
施策⑥　一人ひとりの能力や可能性を伸ばす特別支援教育の充実
· 通常学級における特別支援教育の推進　《学校教育課》
· 学校全体及び関係機関等と連携した特別支援教育体制の拡充　《学校教育課・総合教育センター》
· 特別支援教育に関する教職員研修による専門性の向上　《総合教育センター》
· 日本語以外の母国語を使用するこどもへの支援　《学校教育課》
施策⑦　伝統文化や郷土を学ぶ教育の推進
· 副読本「わたしたちの袖ケ浦」の活用　《総合教育センター》
· 学校、博物館、図書館、公民館等が連携した郷土の学習の推進　《学校教育課》

[bookmark: _Toc222812607]施策の方向性３　社会の変化に対応する学校教育の推進
ＡＩや情報技術が急速に進展する変化の激しい社会では、柔軟な思考と主体的な学びを育む必要があります。　また、こどもがその変化を前向きに捉え、豊かな創造性を備え、持続可能な社会の創り手として、予測困難な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を育成することが求められています。
本市では、こうした社会の変化に対応する教育に力を入れることにより、自らの生活や将来を考える力を高め、意欲と実践力を持ったこどもの育成を目指します。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　探究型の学力を育む読書教育の推進
· 学校図書館の学習センター・情報センター機能の拡充と、「調べ学習」及び「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」の推進　《学校教育課・総合教育センター》
· 「人」「もの」「情報」のネットワークの拡充　《学校教育課・総合教育センター》
· 「学び方ガイド」を活用した学び方の指導の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 学校図書館を支援する学校図書館支援センターの充実　《総合教育センター》
施策②　情報活用能力を育む情報教育の推進
· タブレット端末、情報通信ネットワークを活用した学習活動の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 発達段階に応じた情報活用能力の育成　《学校教育課・総合教育センター》
· 情報モラル指導の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 教職員のコンピュータ・リテラシーの向上　《学校教育課・総合教育センター》


施策③　社会的・職業的な自立に向けたキャリア教育の推進
· 教育活動全体を通した、発達の段階に即したキャリア教育の推進　《学校教育課》
施策④　コミュニケーション能力を育む外国語教育の推進
· 外国語の授業の工夫・改善　《総合教育センター》
· 外国語によるコミュニケーション能力の育成　《総合教育センター》
· ALTを活用した外国語教育・異文化理解教育の充実　《総合教育センター》

[bookmark: _Toc222812608]施策の方向性４　学校の教育力の向上
こども一人ひとりの健やかな成長を育むためには、教職員が自己研鑽に励み、指導力の向上に努めるとともに、教職員の力を結集し、学校全体の教育力を高めることが必要です。
そのため、教科などの専門性を高めるための研究や研修の充実を図るほか、次代を担うミドルリーダー層や若年層の教職員の育成に取り組みます。
また、こどもの発達や学び、指導の連続性を持たせるために、幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小中学校等の連携を推進します。
さらに、教職員がこども一人ひとりに向き合える環境づくりを進めるとともに、地域に開かれた学校として、積極的な情報公開と学校評価の活用及び学校運営の改善を図り、学校の教育力の向上を図ります。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　教職員の指導力の向上
· ミドルリーダー層及び若年層教職員の指導力向上に向けた教職員研修の充実《総合教育センター》
· 教科指導、ICTを活用した教育、教育相談等の研修の充実　《総合教育センター》
· 今日的な教育課題や教職員のニーズに応じた研修の充実　《総合教育センター》
施策②　学校間の連携の推進
· 相互授業参観や合同研修会、情報交換会の実施　《学校教育課》
施策③　教職員がこども一人ひとりと向き合える環境づくり
· 教職員の働き方改革の推進　《学校教育課》
· 校務支援システムやＩＣＴを活用した学校事務効率化の推進　《学校教育課》
· 学校に対する要望への組織的な対応　《学校教育課・総合教育センター》
施策④　地域に開かれた魅力ある学校づくりの推進
· 積極的な学校情報の公開　《学校教育課》
· 学校評価の活用による学校運営の改善　《学校教育課》
· コミュニティ・スクールの導入検討会議の実施　《学校教育課》
· 特認校制度の検討　《学校教育課》



[bookmark: _Toc222812609]施策の方向性５　安全・安心で質の高い教育環境の整備
学校は何よりも、こどもにとって安全・安心な場でなければなりません。
本市では、これまで学校施設の整備をはじめ、防犯カメラや防犯器具の配備を進め、安全・安心な教育環境の整備に取り組んできましたが、近年、こどもが巻き込まれる犯罪が多発する傾向にある中で、こどもの安全を守る取組は、さらにその重要性が増しています。
そのため、学校施設については、老朽化した施設等の改修や設備の設置を計画的に進めることにより、教育環境の向上を図ります。
また、地区住民による登下校時の見守り活動やスクールサポーターによる不審者対応訓練の実施など、引き続き、学校・保護者・地域住民の連携と協力によるこどもを守る取組を行います。
さらに、こどもが安心して食べられる学校給食の提供や、国際化・情報化が急速に進展する中で、児童生徒の情報活用能力を育む学校ＩＣＴ化を推進することにより、質の高い教育環境の整備を進めます。
加えて、社会的、経済的格差の進行が指摘される中、家庭状況に左右されることのない教育機会の均等を図るために、要保護・準要保護の児童生徒に対する援助費の支給や奨学資金の貸付を行います。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　安全・安心な教育環境の維持管理
· 学校施設の照明器具のＬＥＤ化〔小学校２校〕　《教育総務課》
· 学校体育館への空調設備設置に向けた設計〔中学校３校〕　《教育総務課》
施策②　こどもの安全を守る方策の強化と活用
· 警察やスクールサポーター等との連携による生徒指導上の課題対応　《総合教育センター》
· 災害を想定した避難訓練や不審者対応訓練の実施　《学校教育課・総合教育センター》
· 危機管理マニュアルの見直しと職員研修の実施　《学校教育課・総合教育センター》
· 袖ケ浦市通学路安全対策協議会による通学路の安全対策の強化　《学校教育課・総合教育センター》
施策③　安全・安心な学校給食の充実
· 安全・安心な学校給食の充実　《学校給食センター》
· 食物アレルギーへの対応　《学校給食センター》
施策④　時代の変化に対応した質の高い教育環境の整備
· 情報機器や情報ネットワーク等、学校のＩＣＴ環境の充実　《学校教育課・総合教育センター》
· 教育課程の展開に寄与する学校図書館支援センターの支援の充実　《学校教育課・総合教育センター》
施策⑤　教育機会均等の確保
· 要保護・準要保護児童生徒援助費の支給　《学校教育課》
· [bookmark: _Toc222812610]奨学資金制度の周知　《教育総務課》

[bookmark: _Hlk205145865]方針２　【生涯学習】　人生１００年時代に向け、誰もがかがやける学びを支援します
生涯学習は、一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、個人の自発的意思に基づいて行うことを基本として、生涯を通じて行うものです。
教養を高め、多様な人々と出会い、自己実現を図るための学習は、人生100年時代において、生涯を通じたウェルビーイングの実現につながる重要な意義を有することから、こどもや若者、社会人、高齢者など、年齢を問わずすべての人の学習意欲に応えられるよう、生涯にわたって学び、活躍できる環境づくりを目指します。
また、自らの向上や学びの成果を地域で活かし、地域の課題に取り組み、人と人とがつながり、支えあう社会教育を推進します。

[bookmark: _Toc222812611]施策の方向性１　一人ひとりの学びを支える生涯学習の充実
こどもや若者、社会人、高齢者など、年齢を問わずすべての人の学習意欲に応えられるよう、多様な学習機会の提供や、図書館活動の充実を図ります。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　市民への学習機会の提供と情報の発信
· 市民の学習ニーズや生活上の課題に応える学習機会の提供　《生涯学習課、市民会館・公民館、図書館》
· 学習相談、読書相談の充実　《図書館》
· 地域でのボランティア活動の場の提供　《生涯学習課、市民会館・公民館、図書館》
· ホームページ、ＳＮＳ等様々なメディアを活用した情報発信の向上　《生涯学習課、市民会館・公民館、図書館》
施策②　市民に親しまれる図書館活動の充実
· 市民の多様な学習意欲に応える図書館サービスの充実　《図書館》
· 市民の課題解決や学習を支援する資料の充実や講座等の実施　《図書館》
· 電子図書館サービスのコンテンツの充実、周知及び使い方講座の実施　《図書館》

[bookmark: _Toc222812612]施策の方向性２　地域の教育力の向上
心豊かなこどもの育成に向けて、地域の協力による相談の場づくりや情報提供を充実させるとともに、子育てや家庭教育等に関する学習の機会を提供します。
また、地域全体で心豊かな青少年健全育成に取り組みます。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　家庭教育への支援
· [bookmark: _Hlk214008980]家庭教育学級の充実　《市民会館・公民館》
· 家庭教育推進協議会の活性化　《生涯学習課》
施策②　こども読書活動の推進
· 幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小中学校等との連携による作品展示等の充実　《図書館》
· ブックスタート事業やおはなし会の充実　《図書館》
· 各ボランティアのスキルアップ講座の実施　《図書館》
· 発達年齢に応じたおすすめ図書リスト等の発行及び周知　《図書館》
施策③　青少年健全育成活動の充実
· 公民館における青少年教育推進事業の充実　《市民会館・公民館》
· 青少年健全育成団体の活動への支援　《生涯学習課》
· スクールサポーターと連携した児童生徒健全育成活動の推進　《生涯学習課・総合教育センター》
· 非行防止活動の推進　《生涯学習課》
施策④　放課後こども教室の拡充
· 放課後こども教室の拡充　《生涯学習課》

[bookmark: _Toc222812613]施策の方向性３　つながり、支えあう社会教育の充実
人と人とのつながりが希薄となる中、社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくりが一層重要であると言われています。
そのため、地域コミュニティの基盤強化に向けて、地域住民の学びの場である公民館をはじめとした社会教育施設において、自分が暮らす地域の課題や生活上の課題を学習テーマとした講座の開催など、受講者の学習意欲の向上や充実感を促進する社会教育活動の推進を図るとともに、主体的な学習活動を支援する社会教育の人材育成を図ります。
◎　令和８年度　施策別の取組
施策①　誰もが主体的に学ぶことができる社会教育活動の推進
· 地域課題等をテーマとした講座の実施　《市民会館・公民館》
· 市民が主体となった活動への支援　《市民会館・公民館》
· 人と人をつなぐ公民館活動の充実　《市民会館・公民館》
施策②　社会教育関係団体の活動への支援
· 社会教育関係団体等の活動への助言　《生涯学習課》
· 社会教育関係団体連絡協議会への支援　《生涯学習課》
· 利用者懇談会の実施　《市民会館・公民館》
施策③　学びを支える地域人材の育成と活動の促進
· 生涯学習ボランティアへの活動支援　《生涯学習課》
· 生涯学習ボランティア養成講座の実施　《生涯学習課》
· 学びを支える人材の確保と育成　《生涯学習課》

施策④　社会教育施設等のあり方の検討
· [bookmark: _Toc201067232]社会教育施設等の維持管理　《生涯学習課・図書館・郷土博物館》
· 図書館等施設及びネットワークの適切な維持管理　《図書館》
· [bookmark: _Toc201067233][bookmark: _Toc222812614]地区会館のあり方の検討　《生涯学習課》

方針３　【文化財・文化芸術】　文化財に親しみ、文化芸術を楽しむ場を創造します
郷土の伝統や文化を守り後世へ伝えるには、関心を深めるとともに伝承・発展させるための教育の推進が重要です。また、文化芸術は、豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を育むなど、人間らしく生きる糧であり、豊かな心を育みます。
そのため、伝統や文化財を尊重し郷土愛を育む取組を推進するとともに、市民が文化芸術に触れる機会を提供し、楽しさや感動などをもたらすとともに、文化芸術活動への参加を促します。

[bookmark: _Toc222812615]施策の方向性１　郷土の歴史と文化を学び、伝える活動の推進
社会が急速に変化する中で、市民が心のよりどころを持ち、市の未来を創造していくうえで、郷土の歴史と文化について理解を深めることは重要です。
そのため、国史跡山野貝塚をはじめとした文化財の調査・研究を進めるとともに、その保存・活用に取り組みます。
また、蓄積した地域資料と情報について、デジタル技術等を活用して効果的に公開することにより、市民自ら文化財を伝える活動を実施してもらうとともに、関係人口や交流人口の増加への寄与を図ります。
【令和８年度　施策別の取組】
施策①　国史跡山野貝塚の研究・保存・活用
· 山野貝塚の保存・活用事業の実施　《生涯学習課》
· 山野貝塚の整備の実施　《生涯学習課》
· 山野貝塚ボランティアの募集・講座の開催　《生涯学習課》
施策②　文化財の保存・活用
· [bookmark: _Hlk214009953]文化財の調査研究　《生涯学習課・郷土博物館》
· 文化財の指定及び指定文化財の保存・管理への支援　《生涯学習課》
· デジタル資料の蓄積と地域の文化財の公開や活用の促進　《生涯学習課・郷土博物館》
· 調査研究成果や文化財情報の発信　《生涯学習課・郷土博物館》
施策③　無形民俗文化財の保護と継承
· 無形民俗文化財等の情報発信及び周知　《生涯学習課・郷土博物館》
· 無形民俗文化財の活動及び継承への支援　《生涯学習課・郷土博物館》
· 上総掘りの技術の継承に向けた人材育成等と井戸の掘削　《郷土博物館》
施策④　市民とともに歩む博物館活動の充実
· 市民協働による地域資料の収集・保存・管理に向けた調査研究　《郷土博物館》
· 地域資料のデジタル化と収蔵データベースの公開　《郷土博物館》
· 養成講座等によるボランティアの育成と自主事業・協働事業の実施　《郷土博物館》
· 博物館の資料と人材を活用した体験学習等による地域交流・世代間交流の促進　《郷土博物館》
· 英文解説書を活用した誰にでもやさしい博物館の利用促進　《郷土博物館》

[bookmark: _Toc222812616]施策の方向性２　地域に根差した文化芸術活動の推進
優れた文化や芸術に触れることは、個々の生活をより豊かにし、うるおいをもたらします。しかし、文化芸術に親しみ、楽しむことを望みながらも、参加する機会を得ることができないといった声もあります。
そこで、多くの市民が、気軽に優れた文化芸術に親しみ新たに参加することができる機会を提供するとともに、多種多様なジャンルの創造活動を行う市民への支援や、活動の成果を発表する機会を提供します。
また、次代を担う若者が文化芸術活動を開始するきっかけづくりとして、第一線で活躍する芸術家などを講師に迎えた体験教室を開催します。
さらに、優れた文化芸術活動を行う団体を支援し、鑑賞機会の充実を図ります。
【令和８年度　施策別の取組】
施策①　文化芸術振興のための市民活動の支援
· 市民の文化芸術活動や文化芸術団体の事業への支援　《生涯学習課》
· 文化芸術活動を行う市民・サークル・団体等への発表の機会の提供　《生涯学習課》
施策②　文化芸術鑑賞と体験機会の充実
· 市民が身近で鑑賞できる美術展・展覧会等の開催支援　《生涯学習課》
· あらゆる世代を対象とした鑑賞機会の提供　《生涯学習課》
· 若者を対象とした文化芸術活動体験教室の開催　《生涯学習課》
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Ⅲ　指標

方針１　【こども】　心豊かな たくましいこどもの育成を支援します
◎重要施策指標
	項目
	令和７年度実績
	令和８年度目標
	令和１３年度目標

	自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合　（※１）
	７０．３％
	７１．０％
	７５．０％

	学校の授業は楽しいと思う児童生徒の割合
（※１）
	６８．４％
	７０．０％
	７５．０%

	こどもの健全育成に家庭・学校・地域が協力していると思う市民の割合　（※２）
	７５．８％
	７６．０％
	８０．０％


※１：袖ケ浦市教育ビジョンに関するアンケート、　※２：袖ケ浦市まちづくりアンケート及び市民意識調査

◎施策別指標
	施策の
方向性
	施策
	具体的な内容　《担当課等名》
	令和８年度目標値

	１　「生きる力」の基礎を培う幼児教育の推進
	①　幼稚園、保育所（園）及び認定こども園の連携と小学校へのなめらかな接続の推進
	幼稚園、保育所（園）及び認定こども園への巡回訪問の実施回数
《学校教育課》
	２５回

	
	②　幼児教育段階の子育て支援体制の充実
	就学前説明会、相談会への参加者数
《学校教育課》
	６０人

	２　「生きる力」を育む学校教育の推進
	①　基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力の育成
	県標準学力検査で県平均を達成した割合〔各学年・各教科〕
《学校教育課》
	小学校　８５％
中学校　８０％

	
	②　規範意識の醸成と豊かな情操や道徳心の育成
	「特別の教科道徳」の授業実施率
《学校教育課》
	１００％

	
	
	「挨拶がよくできる」児童生徒の割合
《学校教育課》
	９０％

	
	③　心身の健康の保持増進と体力向上に関する指導の充実
	食に関する指導を２時間以上実施した学級の割合　《学校教育課》
	１００％

	
	
	全国体力・運動能力、運動習慣等調査による「運動が好き」な児童生徒の割合　《学校教育課》
	小学５年生　６０％
中学２年生　５２％

	
	④　一人ひとりの自立を育む生徒指導の充実
	各小中学校の生徒指導会議の回数〔年間〕　《学校教育課》
	小学校　１０回
中学校　３５回

	
	⑤　教育相談体制及び不登校のこども等への支援の充実
	学校内外の機関等で相談・指導を受けていない不登校児童生徒の割合
《学校教育課》
	０％

	
	⑥　一人ひとりの能力や可能性を伸ばす特別支援教育の充実
	各小中学校の特別支援教育校内委員会の開催回数　《学校教育課》
	年１１回

	
	⑦　伝統文化や郷土を学ぶ教育の推進
	学校、博物館、図書館、公民館等が連携した郷土学習の回数〔１校あたり〕
《学校教育課》
	年１０回

	３　社会の変化に対応する学校教育の推進
	①　探究型の学力を育む読書教育の推進
	児童生徒一人あたりの学校図書館年間図書貸出冊数　《学校教育課》
	小学校７５冊
中学校２５冊

	
	
	図書館を使った調べる学習コンクールへの児童生徒の参加率
《総合教育センター》
	８４％

	
	②　情報活用能力を育む情報教育の推進
	週５時間以上タブレットＰＣを活用した学級の割合　《学校教育課》
	１００％

	
	
	情報モラルの指導を実施した学級の割合　《学校教育課》
	１００％

	
	③　社会的・職業的な自立に向けたキャリア教育の推進
	キャリア教育を２時間以上実施した学級の割合　《学校教育課》
	１００％

	
	④　コミュニケーション能力を育む外国語教育の推進
	小学校中学年における外国語指導助手配置年間授業時数〔１学級あたり〕
《総合教育センター》
	３５時間

	
	
	小学校高学年における外国語指導助手配置年間授業時数〔１学級あたり〕
《総合教育センター》
	７０時間

	
	
	中学校における外国語指導助手配置年間授業時数〔１学級あたり〕
《総合教育センター》
	３５時間

	４　学校の教育力の向上
	①　教職員の指導力の向上
	総合教育センター主催夏季研修会受講者数（延べ人数　※教育講演会含む）
《総合教育センター》
	６８０人

	
	②　学校間の連携の推進
	相互授業参観、合同研修会、情報交換会の実施回数〔１校あたり〕
《学校教育課》
	年６回

	
	③　教職員がこども一人ひとりと向き合える環境づくり
	教職員意識調査で「一人ひとりのこどもにつく時間が確保できた」と感じる教職員の割合　《学校教育課》
	８４％

	
	④　地域に開かれた魅力ある学校づくりの推進
	学校関係者評価を公開した学校の割合　《学校教育課》
	１００％

	
	
	学校支援ボランティア登録者数
《学校教育課》
	６８０人

	５　安全・安心で質の高い教育環境の整備
	①　安全・安心な教育環境の維持管理
	照明ＬＥＤ化実施済の学校数
《教育総務課》
	２校

	
	
	施設の不備による事故件数
《教育総務課》
	０件

	
	②　こどもの安全を守る方策の強化と活用
	各小中学校における不審者対応訓練の実施率　《総合教育センター》
	１００％

	
	
	通学路安全対策協議会による現地点検実施箇所数　《学校教育課》
	１０箇所

	
	③　安全・安心な学校給食の充実
	食中毒や食物アレルギー等の事故件数　《学校給食センター》
	０件

	
	④　時代の変化に対応した質の高い教育環境の整備
	図書流通システムの運用による学校図書館での活用冊数
《学校教育課》
	１４，０００冊

	
	
	校務用コンピューターの運用における情報インシデントの発生件数
《学校教育課》
	０件

	
	⑤　教育機会均等の確保
	広報誌、ＳＮＳ等を使った奨学金制度の周知回数　《教育総務課》
	３回




方針２　【生涯学習】　人生１００年時代に向け、誰もがかがやける学びを支援します
◎重要施策指標
	項目
	令和７年度実績
	令和８年度目標
	令和１３年度目標

	身近に学習ができる機会があると思う市民の割合　（※１）
	４８．０％
	５３．０％
	５５．０％

	青少年が健やかに育っていると思う市民の割合　（※１）
	７７．５%
	７９．０％
	８０．０%


※１：袖ケ浦市まちづくりアンケート及び市民意識調査

◎施策別指標
	施策の
方向性
	施策
	具体的な内容　《担当課等名》
	令和８年度目標値

	１　一人ひとりの学びを支える生涯学習の充実
	①　市民への学習機会の提供と情報の発信
	市民会館・公民館における生涯学習情報発信回数〔５館合計〕
《市民会館・公民館》
	４００回

	
	②　市民に親しまれる図書館活動の充実
	個人貸出資料点数
《図書館》
	４９３，２００点

	
	
	電子図書館利用者数
《図書館》
	１，６００人

	２　地域の教育力の向上
	①　家庭教育への支援
	家庭教育学級開設数〔５館合計〕
《市民会館・公民館》
	１１講座

	
	
	家庭教育学級アンケートで「子育てに関する悩みや不安を軽減できた」と回答した参加者の割合
〔５館平均〕　《市民会館・公民館》
	９０％

	
	②　こども読書活動の推進
	出張おはなし会実施回数
《図書館》
	４３５回

	
	
	出張おはなし会参加人数
《図書館》
	１０，４５０人

	
	③　青少年健全育成活動の充実
	青少年教育推進事業参加者数
〔５館合計〕　《市民会館・公民館》
	９００人

	
	
	子どもスポーツフェスタ・ふれあいフェスティバル参加者数
《生涯学習課》
	６００人

	
	④　放課後こども教室の拡充
	放課後こども教室活動回数
〔４教室合計〕　《生涯学習課》
	３０回

	
	
	放課後こども教室参加者数
〔４教室合計〕　《生涯学習課》
	２,８００人



	３　つながり、支えあう社会教育の充実
	①　誰もが主体的に学ぶことができる社会教育活動の推進
	成人教育推進事業実施回数
〔５館合計〕　《市民会館・公民館》
	７２回

	
	
	成人教育推進事業参加者数
〔５館合計〕　《市民会館・公民館》
	１，６００人

	
	②　社会教育関係団体の活動への支援
	作品展示や活動発表の場の提供等活動を支援する社会教育団体数
〔５館合計〕　《市民会館・公民館》
	１０１団体

	
	③　学びを支える地域人材の育成と活動の促進
	ボランティア養成講座等実施回数
《生涯学習課》
	６回

	
	
	ボランティア養成講座等参加者数
《生涯学習課》
	７０人

	
	
	生涯学習ボランティア登録人数
《生涯学習課》
	１３０人

	
	④　社会教育施設等のあり方の検討
	地区会館のあり方にかかる会議の実施回数　《生涯学習課》
	４回

	
	
	図書館及び郷土博物館における施設の不備による事故件数
《図書館・郷土博物館》
	０件





方針３　【文化財・文化芸術】　文化財に親しみ、文化芸術を楽しむ場を創造します
◎重要施策指標
	項目
	令和７年度実績
	令和８年度目標
	令和１３年度目標

	１年間に芸術を鑑賞した市民の割合
（※１）
	４１．８％
	42.0％
	４３．３％

	袖ケ浦の歴史・文化に興味・関心を持っている市民の割合　（※１）
	５２．３%
	53.0％
	５５．０%


※１：袖ケ浦市まちづくりアンケート及び市民意識調査

◎施策別指標
	施策の
方向性
	施策
	具体的な内容　《担当課等名》
	令和８年度目標値

	１　郷土の歴史と文化を学び、伝える活動の推進
	①　国史跡山野貝塚の研究・保存・活用
	山野貝塚周知活動事業参加者数
《生涯学習課》
	７５０人

	
	
	山野貝塚ボランティア登録者数
《生涯学習課》
	26人

	
	②　文化財の保存・活用
	収蔵資料の調査研究数
《郷土博物館》
	８件

	
	
	文化財公開活用事業数
《生涯学習課》
	２件

	
	
	文化財公開活用事業参加者数
《生涯学習課》
	１５０人

	
	③　無形民俗文化財の保護と継承
	市内イベント等へ出演した民俗文化財継承団体数　《生涯学習課》
	３団体

	
	
	上総掘りの技術による井戸掘り活動延べ参加者数　《郷土博物館》
	１００人

	
	④　市民とともに歩む博物館活動の充実
	市民学芸員登録者数
《郷土博物館》
	５３人

	
	
	市民学芸員等ボランティア協働事業実施回数　《郷土博物館》
	８回

	
	
	郷土博物館来場者数
《郷土博物館》
	２５，０００人

	２　地域に根差した文化芸術活動の推進
	①　文化芸術振興のための市民活動の支援
	教育委員会と団体等の協働による文化芸術事業実施回数　《生涯学習課》
	４回

	
	②　文化芸術鑑賞と体験機会の充実
	芸術鑑賞助成団体の主催による市民芸術劇場入場者数　《生涯学習課》
	６00人

	
	
	芸術活動助成団体主催による袖ケ浦美術展入場者数　《生涯学習課》
	1，500人



